
◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６２号 

 

 佐賀県有明海区における第１種区画漁業権（のり養殖業）漁場について、漁

業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 

 

令和５年８月１７日 

令和７年８月２５日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏 

 

１ 第１種区画漁業権漁業に基づく、のり養殖施設の周囲５０メートル以内の

区域には、当該漁業権の行使者以外は立入ってはならない。 

ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権の行使者が漁業権に基づき操業する場合、並びに佐賀県有明海区漁

業調整委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

 

２ 共同漁業権漁業に基づく採貝業及びその他の各種漁業は、第１種区画漁業

権（のり養殖業）漁場及び当該漁場周辺に設けられた１８０メートル、９０

メートル（１００間、５０間）の大船通し、大潮通しの区域内においては、

のり養殖業の操業期間中は操業してはならない。 

ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権の行使者が漁業権に基づき操業する場合、並びに佐賀県有明海区漁

業調整委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

 

３ 第１種区画漁業権漁業の、のり養殖施設内に出入りする漁船は、佐賀県有

明海区漁業調整委員会が交付する標識旗を掲げなければならない。 

 

４ 指示の期間は、令和５年９月１日から令和１０年８月３１日までとする。 

 


